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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う企業主導型保育施設の 

人員基準等の取扱いについて 

 

 

 企業主導型保育事業の推進については、日頃より格段のご尽力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う企業主導型保育施設の人員基準等の取扱いにつ

いて、下記のとおりといたしますので、企業主導型保育事業実施者へ御周知いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１．企業主導型保育施設の人員基準の取扱いについて 

 新型コロナウイルス感染症により、企業主導型保育施設において保育士等が一時的に不

足し、人員等の基準を満たすことが出来なくなる場合が考えられますが、人員等の基準の

適用については、利用児童の保育に可能な限り影響が生じない範囲で配慮いただくようお

願いいたします。 

 

 

２．不定期利用の児童の取扱いについて 

 不定期利用の児童（月１５日程度以下の利用の児童）については、運営費・施設利用給

付費の算出にあたって、実際の保育施設の利用日数に応じた運営費等を助成しているとこ

ろです。 

 今般、新型コロナウイルス感染症により保育施設を欠席する児童については、欠席する



日においても保育施設を利用したものとして、運営費・施設利用給付費を算出する取扱い

といたします。 

 なお、保育施設において、利用児童が保育施設を欠席することとした理由について、記

録をとっていただくようお願いいたします。 

 

 

（新型コロナウイルス感染症により保育施設を欠席する利用児童の例） 

ア 利用児童が新型コロナウイルス感染症を発症したため、欠席した場合 

イ 新型コロナウイルス感染症により、保育施設が臨時休園した場合 

ウ 保育施設の利用により、利用児童が新型コロナウイルス感染症を発症することを防ぐ

ため、欠席した場合 

 

 


